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障害福祉サービス事業者の法令遵守の徹底について 

 

 

平素より、障害者自立支援法の施行にあたって、多大なご尽力を賜り、御礼

を申し上げます。 

 さて、指定居宅介護事業者等への指導監査の徹底等については、本年３月に

開催した全国障害保健福祉関係主管課長会議においても、お願いしたところで

ありますが、今般、介護保険法の指定を受けた介護サービス事業者において虚

偽の申請により指定を受けていた悪質な事業者が存在したことに関し、老健局

総務課長、振興課長連名により各都道府県、指定都市及び中核市介護保険担当

部（局）長に対し、別添のとおり、介護サービス事業者の法令遵守の徹底につ

いて通知されたところです。 

 今回の老健局総務課長、振興課長連名通知は、介護サービス事業者に係るも

のでありますが、同様の問題は障害福祉サービス事業者の場合にも起こりうる

ものでありますので、各自治体におかれましては、障害福祉サービス事業者の

法令遵守の状況について指定時のみならず、その後も随時適切に審査や監査を

実施し、その結果に基づき速やかに必要な措置を講じるよう改めてお願いしま

す。 

 特に、今回、東京都が広域的に事業を行っている介護サービス事業者に対し

て検査を行ったところ、指定申請時から管理者やサービス提供責任者の不在等

の人員基準違反があるなど悪質と思われる事例が見受けられたことを踏まえ、

各都道府県におかれましては、監査等を実施する場合には介護保険法に基づく

介護サービス事業者に対する指導監督の担当部署とも連携の上、対応されます

ようご留意願います。 

 また、障害福祉サービス事業者の指導に当たっては、別紙の点に十分に留意

していただくようお願いいたします。 



別紙 

 

 

① 各障害福祉サービス事業者に対する制度の周知 

  指定の申請及び指定の更新を行う障害福祉サービス事業者に対して障害福

祉サービス事業者の法令遵守についての説明等に取り組むこと。 

 

② 集団指導の計画的な実施 

  障害福祉サービス事業者団体等の関係団体との連携を図り、集団指導を計

画的に実施すること。 

 

③ 市町村等との連携強化 

  障害福祉サービス事業者のサービス提供の実態の把握に当たっては、市町

村、福祉団体等との連携を図り、情報収集に努めること。 

 

④ 事業者の自己点検の実施・促進 

  各障害福祉サービス事業者の自己点検等の自主的な取り組みを積極的に促

進するよう関係団体に要請すること。 

 

 








